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港湾整備推進調査特別委員会 

                   委員長 三木 隆 

 

 

 

本委員会に付託の事項について、四日市港管理組合議会会議規則第63条の規

定により、下記のとおり調査結果を報告します。 

 

記 

 

１ 付託事項 

   ブルーカーボンについて 

 

２ 調査の経過及び結果 

  別紙「港湾整備推進調査特別委員会調査報告書」のとおり 
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港湾整備推進調査特別委員会調査報告書 

 

第１ 先進地（横浜市・八景島シーパラダイス）調査について 

 

１ 調査の経過・事項など 

(1)  調査実施日 

令和４年１１月 ９日（水） 横浜市役所 

令和４年１１月１０日（木） 八景島シーパラダイス 

 

(2) 調査事項 

    横浜市 (1) 横浜ブルーカーボン事業 

 

    八景島 (1) 横浜ブルーカーボン事業（うみファームでの取組） 

        (2) 施設の見学（うみファームを見学） 

 

２ 横浜市の調査概要 

  説明者（敬称略） 

   横浜市温暖化対策統括本部プロジェクト推進課 

 村井担当係長 他１名 

     

(1) 横浜ブルーカーボン事業の概要 

    横浜市のブルーカーボン事業は、温暖化対策統括本部において脱炭 

素の取組を行っている。２０５０年までの脱炭素化を目標にして、２ 

０３０年度までに５０％削減を目標に取組を進めている。 

  取組内容は以下のとおり 
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【横浜市調査時提供資料 横浜市HPから参照】 
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【横浜市調査時提供資料 横浜市HPから参照】  
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(2) 令和３年度横浜ブルーカーボン・オフセットの取組 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【横浜市調査時提供資料 横浜市 HP から参照】 
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【横浜市調査時提供資料 横浜市 HP から参照】  
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(3) 調査にかかる議員からの主な質疑 

（横浜市のブルーリソースによるクレジットについて） 

 ・ワカメの地産地消、ＣＯ２削減、ブルーリソースと書いてあるが、ワ

カメは横浜市内で売れているのか。全部消費されているのか。 

 ⇒ワカメは市内で販売、消費されている。 

 ・もともと生息していたのか知らないがワカメや昆布を選んだ理由は。 

 ⇒ワカメや昆布を選んだ理由は、もともと横浜市内にはワカメや昆布が

養殖されている方がいた。ブルーリソースでいえば、ワカメを地産地

消しているような事業をやっている方々がいた。 

オフセット制度では、ＣＯ２を削減している部分をプラスアルファの

環境価値として貨幣価値化できないかと考えて作ったもの。今まで

やってきたことを評価することで、環境活動が継続できるという視点

も持って制度を作った。 

 ・創出者、５社が２５５．３トン創出して、活用されたのが１０社が１

６６．９トンで、創出した分を使い切れていない（令和３年度）。過去

も同じ傾向か。 

 ⇒ほとんどの年は創出量の方が多くなっている。活用された量の方が少

ない。ただ、令和２年度は活用された量の方が多かった。 

 ・創出者の８割以上を新日本海洋社が占めている。余っているのはどこ

が余っているのか。 

 ⇒クレジットの認証から、取引までの流れは創出者が申請⇒横浜市が認

証⇒管理簿に乗せる⇒情報公開⇒活用者から申請（どの創出者のどの

クレジットを活用したい）⇒取引 

人気のクレジットがあるとそこからなくなる。 

 ・クレジットとして余ったというのか、わからないが、どうやって保管

されているのか。どういうイメージなのか。 

 ⇒数字を管理簿で管理している。そこで数字上残っている。有効期間は

ないので、過年度の分でも、それを使ってオフセットすることは可能。 

 

（横浜市のブルーカーボンの認定について） 

 ・ブルーカーボンのＣＯ２吸収の認定で苦労したところは。 

 ⇒ブルーカーボンの方は参考となる根拠、計算根拠となる文献について

制度が始まった頃にはなかった。近年になって算定できるものがでて

きた。グリーンカーボンの方はいろいろ豊富にあったのでその辺が苦

労したところだと思う。 

 



 

 

７ 

 ・ブルーカーボンよりブルーリソースの方の認定の方が多かったという

ことか。 

 ⇒そのとおり。最初はブルーリソースだけでクレジット制度を運用して

いた。５年６年遅れてブルーカーボンの方も計算できるようになった

ので制度に組み入れた。 

 

（横浜市のブルーカーボンの制度の廃止に伴う影響について） 

 ・横浜市の制度が令和４年度で終わるとのことで、ブルーカーボンの制

度だけ残すことは中で検討されなかったのか。 

 ⇒算定方法を含めて横浜市が独自に行ってきたが、国がブルーカーボン

の制度について検討を始めているため横浜市としては、独自の考え方

の制度を終了することとした。 

 ・創出した側が、今後この事業がなくなることによって、ボランティア

活動に戻り、取組がストップすることはないのか。 

 ⇒従来からの取組なので、この制度がなくなったとしても継続して取り

組んでいただけるのではないかと考えている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【横浜市調査時写真】 
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３ 八景島シーパラダイスの調査概要 

説明者（敬称略） 

株式会社横浜八景島 取締役執行委員 奥津健司 

          経営企画部   吉野慶太マネージャー 

 

(1) 横浜市との連携の経緯 

   平成２２年１０月横浜臨海部をモデルとして、低炭素化を図るエネル

ギー施策の展開、環境・エネルギー産業の育成、環境啓発拠点の形成に取

組、温室効果ガスの削減と経済活性化を進める横浜市の構想（横浜グリー

ンバレー構想）に参画した。 

 

「海洋資源を活用した温暖化対策プロジェクト（横浜ブルーカーボン事

業）」において、平成２３年１０月～平成２４年１０月の期間、横浜・八景

島シーパラダイスの湾内で、横浜市によるブルーカーボン実証実験を実施

した。 

 

「産・官・学」の連携による取組として、「海水熱を利用したヒートポン

プを導入」、「災害時非常時における船舶からの給電」、「電力の見える化」

を実施した。 

 

「ワカメの地産地消」、「海水ヒートポンプ導入」等のＣＯ２削減効果を

活用した世界初のブルーカーボンによるオフセット制度を設定した。 

 

市民へのブルーカーボンの啓発拠点として、横浜市主催の「東京湾に生息

する生きもの観察ツアー（グリーンキッズ）」、横浜・八景島シーパラダイ

ス主催の「シーパラこども海育塾」などを実施した。 
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(2) 八景島シーパラダイスの取組 

ア．うみファームとは 

海育（「海」＋「食育」の造語）をテーマにした水族館の名前。 

海育：海の生きものたちを「観る」「知る」「獲る」「食べる」ことを通

じて、海の環境を身近に感じ、そして考えることをいう。 

 

全体像は以下のとおり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ．うみファームでの取組について 

平成２４年１１月 カジメ（コンブの１種）移植（レンガ大ブロックに括

り付けて漁礁として設置） 

平成２４年１２月 カジメのレンガ大ブロックへの付着状況確認。 

         根が付着した。 

平成２５年 ６月 カジメがレンガ大ブロックへ完全にしっかりと根を

付けた。ブロックの方には魚が集まってきている。 

         さらにヒトデも見えるようになった。 

平成２５年１２月 ブロック自体にいろいろな藻類が付いたり、イガイ

ガや藻類がついて、海の生き物たちが住みやすい環

境が少しずつできてきた。 
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ウ．ワカメ収穫イベント 

    小学生や子供たちを集めて、ワカメの植え付け体験、収穫体験をやっ

ている。ワカメの育て方は近くの漁協が養殖事業をやっているので、漁

協から種ワカメ（タコ糸に少しずつ小さいのが生えた状態）を入手して

いる。植え付け体験は入手した種ワカメを太いロープに付けていく。植

え付け作業ができたら、ロープを海に沈めておく。３月には大きく成長

して収穫できる。 

 

(3) 調査にかかる議員からの主な質疑  

 ・２０１２年に実証実験を始めたときに場所の選定と水質等の検査はし

たのか。その結果によって、実証実験の場所が選定されたのか。 

 ⇒水質等の検査は横浜市が行った。環境調査は取引先に依頼した。 

 ・水質等の検査結果によって、実証実験の場所を選定したのか。 

 ⇒というよりも、このグリーンバレー構想を立ち上げたときに産官学と

いうことで、当初から当社の社長もかかわっており、横浜市としては

実証実験の場を探していたが、自由に使える海面があまりなかったの

で、当社が請け負った。 

 ・水深はどのくらいか。 

 ⇒３ｍ～６ｍ 

 ・もともとのヘドロは改善していったのか。 

 ⇒ヘドロ自体は変わらない。その上に漁礁についた貝類のシェルベット

が堆積する環境が出来上がった。 

 ・アマモは上手くいかなかったと聞いたが。 

 ⇒漁礁の一番上にプランターを置いて、そこにアマモを入れて実験をし

た。水深の関係でなかなかうまくいかなかった。 

 ・アマモは３ｍから１０ｍだったら耐えると思う。四日市の朝明川の河

口域に生息していたが全滅した。建設現場で使う長く持つ除草剤が海

に流れ込む。関連性を今調べている。アマモはその影響を受けやすい

と思うが。 

 ⇒隣に海の公園、砂浜があるが、アマモの再生事業でかなりうまくいっ

ており、アマモの藻場が広がっている。この近辺の水質では、アマモ

が影響を受けているとはいえないと思う。育て方ではないかと思う。 
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 ・ワカメの地産地消について、八景島シーパラダイスでとれたワカメを

八景島のお土産屋で買えるのか。 

 ⇒販売はしていない。販売するほどとれていない。多い時で、２トンぐ

らい。ワカメの体験イベントで持って帰るぐらいで終わってしまう

量。ワカメのロープ自体もそんなに植えられない。 

 ・植え付けの現場の作業は、シーパラダイスの職員が自前で行ったのか 

 ⇒ノウハウについては担当が漁協に聴き取り、実際の作業はシーパラダ

イスの職員が行った。 

 ・植え付けの場所はそもそもヘドロがある場所だったのか。 

 ⇒ヘドロは全くいじっていない。実際ワカメはロープに吊るしているの

で、植え付けるわけではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【八景島調査時写真】 

 

(4) うみファーム見学 

 

 

 

 

 

 

 

 

【うみファーム見学時写真】 
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第２ 委員会での調査について 

 

１ 調査の経過・事項など 

(1) 調査実施日 

令和４年１０月１８日（火）於：委員会室 

令和４年１２月 ２日（金）於：委員会室 

 

(2) 調査事項 

ブルーカーボンについて 

 

２ 調査の概要 

  多くの二酸化炭素を吸収し、さらに数千年の長期にわたって有機炭素とし

て貯留するブルーカーボン生態系は、温室効果ガスの増加を緩和する上で重

要な役割を果たしている。しかし、ブルーカーボン生態系は、近年急速に消失

している。 

  一説によれば、消失率は熱帯雨林の４倍以上に達すると試算され、年間で平

均して約２％～７％もの割合で減少を続けている。この消失率は半世紀前の

約７倍となっており、減少を食い止める対策を講じなかった場合には、ブルー

カーボン生態系のほとんどは今後２０年のうちに失われてしまうとされてい

る。 

  このことは日本においても例外ではなく、湿地の面積は大正時代から１９

９９年までの間に半分以下となっている。また、瀬戸内海の海草藻場は沿岸開

発や水質悪化などにより、１９６０年～１９９１年の間に 1 万６，０００ha

が消失している。 

  国土交通省では、港湾のブルーカーボン生態系を二酸化炭素吸収源として

拡大していくことをめざし、官民が連携した省庁横断の取組を積極的に進め

ている。 

  また農林水産省（水産庁）でも、脱炭素化社会に向けた革新的技術の開発目

標として、藻場・干潟などのブルーカーボン生態系による炭素固定技術などの

開発を掲げている。 

  四日市市においても、大気汚染や水質汚濁等の公害を経験したことから、官

民あげてこれまで環境保全に特に力をいれてきたこともある。 

このような新たな動きに対して、港湾管理者である四日市港管理組合とし

ての担う役割や、主体的に取り組むべき事業等を委員会として調査した。 
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３  ブルーカーボンについて 

(1)ブルーカーボンとは 

①ブルーカーボンとは、藻場などの海洋生態系が光合成などにより水中の炭

素を取り込み、その後、枯死した部分等が、近場または沖合の底泥に埋没・

隔離されることにより、貯留される炭素のことである。陸域の植物生態系

によるものをグリーンカーボンとして区別している。 

 

②海底の泥の中に貯留されたブルーカーボンは、分解されてＣＯ２として再

排出されるまでに数十年から数千年かかり、グリーンカーボンの数十年か

ら数百年に比べると長期間貯留されることが最大の特徴である。 

 

③陸域からは年間約９４億トンの炭素が排出されており、そのうち海域で約

２５億トンが吸収され、そのうち約１．９億トンの炭素が海底に貯留され

ると推定されている。 

 

(2)ブルーカーボン生態系の種類 

ブルーカーボン生態系には、海草や海藻による藻場、干潟、マングロー

ブがある。 

 

①藻場とは、大型藻類や海草が濃密で広大な群落を形成している場所のこ

とである。藻場を形成する植物が光合成によりＣＯ２を吸収して成長し、

枯死した部分が海底に堆積することにより炭素を貯留する。藻場のうち

アマモなどの種子植物が砂泥質の海底に根を張って生息する藻場を海草

藻場という。 

 

②藻場のうち、アオサ、コンブ、ワカメなどの藻類が岩礁海岸に固着して

生息する藻場を海藻藻場という。 

 

③干潟は、沿岸部に砂や泥が堆積し勾配がゆるやかな潮間帯で、水没から

干出を繰り返す場所のことであり、ヨシなどの塩生植物や、海水中・地

表の微細な藻類をはじめとした食物連鎖でつながる多様な生き物が存在

している。塩生植物が光合成によりＣＯ２を吸収し、塩生植物を含む炭素

が主成分である動植物の遺骸が海底に堆積することにより炭素を貯留す

る。 
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④マングローブは、熱帯・亜熱帯の河口など潮間帯にて育ち、国内では鹿

児島県と沖縄県に分布している。他の植物と同様に光合成によりＣＯ２ 

を吸収して成長し、枯死した部分が海底に堆積することにより炭素を貯

留する。 

 

(3) 国内外の動向と各地の取組状況について 

Ⅰ 世界の動向 

①国連気候変動に関する政府間パネル(ＩＰＣＣ)の報告によると、気候の温

暖化には疑う余地がなく、また２０世紀半ば以降に観測された温暖化の主

な原因は人間の活動によるものとされている。世界平均気温は１８５０年

から２０２０年の間に１．０９℃上昇しており、現状を上回る追加的な対

策をとらなかった場合、今世紀末の気温上昇は、３．３～５．７度上昇す

ると推測している。 

 

②温暖化危機の解決に向けて２０１５年に採択された「パリ協定」では、

「世界的な平均気温上昇を産業革命以前に比べて２℃より十分低く保つと

共に１．５℃に抑える努力を追求すること」、「今世紀後半に温室効果ガス

の人為的な発生源による排出量と吸収源による除去量との間の均衡を達成

すること」の２つの長期目標が設定された。 

 

③また、国連環境計画（ＵＮＥＰ）が２００９年に発行した報告書で、初め

て「ブルーカーボン」という言葉を使用し、地球温暖化対策におけるＣＯ

２吸収源として海の可能性を提示した。 

 

④これらを受けて、国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）では、世界の平

均気温上昇を２℃未満に抑えこむ解決策のなかで、グリーンカーボンやブ

ルーカーボン生態系の保護・回復・持続可能な管理を行うことにより、最

大３７％の寄与を占めることができる重要な手段と位置づけた。 

 

Ⅱ 国内の動向 

①国内におけるブルーカーボンの状況と政策 

・日本における藻場や干潟は、沿岸開発や水質悪化などによって減少し、干

潟は大正時代から１９９９年までの間に半分以下の面積になった。 

 

・日本政府は２０２１年４月の気候サミットで、２０３０年の温室効果ガス

排出量を２０１３年度比で４６％削減することを宣言。その中で、グリー
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ンカーボンやブルーカーボンによる吸収源対策は全体の２．６％を占めて

いる。 

 

・日本の吸収源対策は、これまで森林、農地土壌炭素、都市緑化といったグ

リーンカーボンが中心であったが、新たな対策としてブルーカーボンが着

目されている。 

 

・２０３０年におけるブルーカーボンによる二酸化炭素の年間吸収量は、グ

リーンカーボンの約１２％に相当すると試算している。 

 

②国内各地の取組状況 

・釧路港 

北海道開発局は、沖合防波堤において、浚渫土砂を盛り上げて浅場を作

り、海藻藻場を育てるプロジェクトを実施している。 

 

・横浜港 

関東地方整備局は、横浜ベイサイドマリーナ横において、浚渫土砂を活

用して浅場を造成し、漁業協同組合、ＮＰＯ法人、民間企業などがアマモ

場の造成などの取組を行っている。 

また、横浜市は、２０１４年に日本で初めて、ブルーカーボンを対象と

したクレジット認証制度を独自に立ち上げており、藻場造成などの取組を

行っている団体等は同制度を利用している。２０２０年度に国のクレジッ

ト認証制度の取組の試行が始まったことから、横浜市は、市独自の認証制

度を今年度末で終了することとしている。 

 

・関西空港 

空港島は、護岸構造に緩傾斜石積護岸を多く採用しており、さらに、海

藻類着生用ブロックの設置やスポアバックによる種付けなどを行い、海藻

の付着環境の向上等を図っている。 

 

・徳山下松港 

中国地方整備局は、浚渫土砂を有効活用し、大島地区に人工干潟を造成

し、漁業協同組合などの活動団体により、アマモ場、コアマモ場が形成さ

れている。 
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③伊勢湾の藻場、干潟の状況 

・伊勢湾の藻場は１９５５年頃には約１１，４００ha 存在していたが、その

後、４０～４５年間で約９９％が消失し、約１０４ha 存在するだけとなっ

ており、干潟域も埋め立てにより減少している。 

 

・四日市港には朝明川河口と内部川河口にアオサ場が、楠町沿岸にオゴノリ

場が分布しており、また高松海岸には高松干潟が分布している。 

 

 (4) 四日市港管理組合の取組の経緯及び今年度の調査結果及びこれを踏まえ 

た取組の課題について 

①これまでの取組状況  

・藻場造成については、長年アマモの生育実験を海蔵川河口や富双緑地白

浜青松の浜辺等で行ってきたが、海水温度が高い等の理由により定着に

至らなかった。 

 

②令和４年度の取組状況 

・四日市港に適した藻類の種類や造成方法を検討するにあたり、令和３年

１０月に三重大学大学院を訪問し、専門の研究者から「藻類の生息に

は、深度別の水温、光量、塩分濃度が重要な要素であり、まずは年間を

通じてデータを集めることが有効な手段である。また、現地における藻

類等の生息状況を調査する必要がある。」と助言をいただき、６月から東

防波堤周辺において、深度別の水温、光量、塩分濃度について、毎月、

水質調査を実施している。 

 

【藻類等生息のための水質調査】 

 調査地点 四日市港東防波堤港内側及び港外側 計６地点 

 調査項目 水温、光量、塩分濃度（深度０．５ｍから５ｍ 

（０．５ｍ毎）および海底直上（光量は海面地点を含む）） 

 調査回数 １０回（令和４年６月～令和５年３月 月１回） 

 

③令和４年６月から１０月までの水質調査結果を踏まえた専門家の見解 

水質データについて 

・藻類が生育するには非常に厳しい水質結果であるが、ワカメであれば、

多少、生育状況が厳しくても可能性はある。 

・ワカメは秋から春にかけて、光合成を行って成長することから、今後の

水質調査結果がより重要となる。 
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今後の小規模実証実験について 

・アミノ酸を含んだ環境活性コンクリートは、ワカメの成長に効果がある

と思われる。 

・東防波堤周辺の海底は、－５．４４ｍであり、光合成を行うのに必要な

光量が足りないため、光が届く位置で藻場造成を行う必要がある。 

・小規模実証実験を行う際の環境活性コンクリートの配置計画は、水温や

塩分濃度を含めて最適な深度を探しだすために複数の深度で行う方がよ

い。 

・ただし、干潮時に干上がって乾燥しないことも考慮する必要がある。 

 

 (5) 四日市港管理組合の今後の取組について 

①令和４年度 

・引き続き、水質調査を３月まで実施する。 

  

②令和５年度予定 

・令和４年度に実施した水質調査結果により、四日市港に適した藻類の種

類や造成方法について専門家から見解をいただき、四日市港におけるブ

ルーカーボンの可能性について検証する。 

・東防波堤周辺において、環境活性コンクリートパネルを使用した小規模

実証実験を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参考：大阪府小島漁港】 
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③令和６年度以降予定（令和５年度に成果が見られた場合） 

・新構造物に対する適用可能性の検討 

・環境学習に活用 

・多様な主体の参画の検討 

・四日市港カーボンニュートラルポート（ＣＮＰ）形成計画および四日市

港管理組合地球温暖化対策実行計画（第５次計画）における吸収源とし

て参入することについて検討 

・カーボンオフセットの可能性の検討 

 

(6)議員からの主な意見 

・海の中の水生植物が消えていっているのは、宍道湖、霞ヶ浦、浜名湖、伊勢

湾、皆同じような感じで、１９８０年代からグリホサート、ラウンドアップ

が使われ出してから。これは植物を殺すほうである。１９９３年に宍道湖で

いきなりウナギとワカサギがとれなくなったのはネオニコチノイド系農薬

のほうで、これは殺虫剤である。先般９月３日に高松海岸沖と米洗川の河口

で採取した海水からかなりのネオニコチノイドが出た。なぜこの三重大学の

先生は農薬に目を向けられないのか、一度質問してもらいたい。 

  特に夏場の除草剤と殺虫剤の海水に溶け込んでいる濃度も一緒に測っても

らいたいが可能か。 

⇒農薬法の規定に基づいて調査をするとなると、近隣の圃場の近く以降は希

釈されるという農薬法の解釈がある。三重大学の先生もそのように言って

いるが、議員が実際に調査をしているので、その辺の内容についても確認は

させていただきたいと思っている。 

・海中にロープを張ってという発想を私は持っている。そうすると光の到達す

る高さの下限とかがうまくコントロールできるのではないか。最近、視察に

行った八景島も、ロープを張って子供たちに振るわせて掃除もするという

工夫をしていた。こういう取組も考えられないか。 

⇒四日市港の防波堤の近くで国交省が平成２５年に、ブイにロープを巻いて、

そこに種を植えつける実証実験をしている。ワンシーズンだけだったが、ワ

カメがついたと聞いている。我々が、この東防波堤にパネルをつけてやって

いくのは、なるべく今後の維持管理が容易にできないかと。港湾にロープと

かを張ると船への影響などもあるので、いったんはパネルで水深を変えた

形で取り組みたいと考えている。補足であるが、例えば今後消波ブロックを

入れる際に、環境活性コンクリート的なものが使えれば、今後の港湾事業の

中でも大いに、港湾事業の中で配慮事項として藻類についても配慮すると

いうやり方ができるのではないかと思っている。  
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第３ 調査のまとめ 

 

四日市港を取り巻く情勢については、新型コロナウイルス感染症の拡大と、

感染防止対策による社会活動や、内外経済に与える影響等により、厳しい情勢

が続いている。いわゆるコロナ禍以前の令和元年度までは、総取扱貨物量が増

加傾向で推移してきており、外貿コンテナ取扱個数は２年連続で２０万ＴＥ

Ｕを超えるなど、四日市港の物流需要は堅調に推移し、今後の四日市港の発展

を感じさせるものであった。しかしながら、コロナ禍で１年が過ぎた令和２年

は約１７万５千ＴＥＵと大きく落ち込み、令和３年については約１８万ＴＥ

Ｕ、令和４年１７万３千ＴＥＵとなっており、コロナ禍以前の勢いまでには

戻ってきていないのが現状となっている。 

このように、しばらくは先行きが見通せない状況ではあるが、来るべきカー

ボンニュートラルの時代を見据えたときに、四日市港を着実に発展させ、いか

に四日市港を次世代に継承していくかを考えるにあたっては、管理組合が取

り組んできた海域を中心とした環境保全に加え、世界的にブルーカーボン生

態系が消失していることから、今回の委員会のテーマである「ブルーカーボン

について」は特に重要な事項であり、同テーマの将来におけるブルーカーボン

の活用については、これまでにない新たな取組となるものである。 

当委員会では、同テーマに基づき、このような新たな動きに対して、港湾管

理者である四日市港管理組合としての担う役割や、主体的に取り組むべき事

業等を調査した。 

具体的には、「ブルーカーボン」について、それぞれ四日市港の状況、課題、

現在の取組、将来の計画等について、当局から説明を受けるとともに、調査を

行った。また、ブルーカーボンについて、横浜市と八景島に赴き、先進的な取

組の調査を行った。 

これらの調査は、報告書の内容に記載のとおりであり、管理組合当局におか

れては、ブルーカーボンの取組については、最新の知見を用いて、引き続き、

着実に取り組んでいただくことと、カーボンニュートラルポートの実現に向

けては、関係各所とも連携し、様々な状況の変化にも確実に対応できるよう、

鋭意取り組んでいただくことを強く望むものである。 
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